
申込者は、別紙【個人情報の取得・管理・利用に関する同意書及び賃貸借保証委託契約に関する重要事項説明書】を承諾のうえ申込を行います。

沖縄本社

【審査専用FAX】
050-3000-2321

3人日からの同居人をご記入ください。なお、

〉(や 込者 賃信人が入居しない契約の場合は、「□実入居者Jを選択し 実際に入
'吾

する方の内容をご記入ください。

ぞ織 入居申込書兼保証委託申込書 (□ 再送 ) 個人用

物
件
内
容
　
（
代
理
店
記
入
欄
）

お申込 日 年 月 日 入居予定日 年 月 日 申込形態 □  新規申込者  □  既存入居者

物件用途 □ 住居用  □ 住居学生用  ロ トランクlレーム   ロ 倉庫  口 駐車場  □ 店舗・事務所 □垢雄黙雲孵
フリガナ

物件名
号室

物件住所

〒| : | |

都・道・府・県

Э家賃(賃料)
田

④水道料町(区 )買
円

ロタ攻金・保証金

②共益費管理費
円

(b,その

“

堕

田

□ 礼金
円

③駐車場
Fコ

③月額賃料

(① +②十③+④十⑤) 田

口 敷引(解約引き)

キ手言己
事項

申
込
者

・
賃
借
人

フリガナ

氏 名

性

別

口  男

□  女

配
偶
者

□ 有

□ 無
生年
月日

西暦 年

月 日 ( )歳

込よ必
'キ

14

害

オ書

ポ
|

康

|

顔

真

護

方

疑

■

I

表
裏

す

を

確

者

合

権
者

定

書

ま借
す人

描逆

て連

望て

ます

内強

関た

こ場
買合

間い

お

あ

現住所

〒||||― |■ ||
都・道・府・県

※マンンョン名・号室もご記入ください。

現住居 □ 自己所有 国 家族所有 □ 質貸  □ 社宅  □ その他 ( )

自宅電話 携帯電話

勤務先名称 勤務先電話
(ハイフレ無し、右諸)

勤務先住所

〒| | | 十‐
※建物毛・号室もご記入ください。

都・道・府・県

雇用形態
□ 公務員  □ 会社経営者  □ 役員・正社員
ロ アルバイト・パート  ロ 学生  □ 年金  □

□ 契約社員  □ 派遣社員  □ 個人事業主  □ 個人事業勤務
生活保護受給  □ 無職  □ その他 (             )

部 署 年収 勤務年数 年 ケ月

□
　

同
居

人

※

日
　

実

入
居
者

フリガナ

氏 名

続

柄

生年月日 西 暦 年 月 日

協帯電話

フリガナ

氏 名

続

柄

生年月日 西暦 年 月 日

携帯電話

連帯保証人
※管理会社が賃貸借契約における賃料債務に係る連帯保証人との趣旨で、本書面及び本欄を利用した場合、全保連株式会社の審査においては、
本欄に記載された者を「緊急連絡先」として読替えることがあります。

フリガナ

氏 名

続

柄

性

別

□  男

女

生年
月日

西暦 年

月 日 (   )歳

現住所

〒|   | |
※マンション名・号室もご記入ください。

都・道・府・県

現住居 口 自己所有 □ 家族所有 □  賃貸 □  社宅 □ その他 ( )

電 話
(ハイフン熊し、右詰)

自宅 携帯

勤務先名称
□ 同上 勤務先

電話

勤務先住所

〒|   | |
□ 同上

都・道・府・県
年収 年

部
叫

判
甑
冊
隣
珊

協定会社様 (審査回答書送付先)の情報

会社名 有限会社 高蔵住宅 担当

住 所

〒 901-0132

那覇市小禄 4刊 4-3

TEL 098-857-7311 FAX 098-857-7720



保証会社控 賃借人控
全保連株式会社

個人情報及び法人情報の取得。資埋・利用に関する同意書及び賃貸借保証委託契約に関する重要事項説明書

個人情増及び法人情麹
`′

)取奪・管理 ,利理に関する事項
全保通株式会社 (以下「当社」といいます。

'は

、賃貸イ音保証委髭契約 (以下「委

託契約」といいます。)の申込者、その連帯保証入予定者、委説契約宰込後、委
韮契約錦鴛に至つた委託者及びその連帯保護人 (以下併せて「申込者等Jと
いヽヽます,)の籠人情霧及び法人堵報を、本書 (叡下「本事項 :といし`ます】)`こ
定あるところに従い11ミ リ機います。
第 二条

`個

人情報,
個人 氏々こ侵とは、R名、性打k生犠 g、佳所、電話番弓、団籍、本人諺別舗編、選
像、書声、勤務先名称、勤務先往所、雇翔形態、勤務先電話緩号、部署、年収、

勤務年数、外倒籍の方1=おける在日費格 在留期間 日本語検定資悩の内容ヽ

:ユ本での合計在住年数、当社が僚霊の対象とする賃料宅に係る貫食信契約
の目的物件 (以下「費賞物件」とし`し`ます。)の名務・所荘it、 0座情報、姿駐
契約における委詭者 (貫借入)と当社との

'コ

]における翼ヌEH言薔、その他公共
捜霞、省碧やマスメディア等の媒体を進むて公にされている積逍のいずれか
に該当するものをいいます。(いずれも、委託受約終了後のイ国人情報モ。εみ
芸す,)
第 2条 (法人情報)
法人情報と,と、次の各号のいず■かに該当するものをいいます。
(1)淮人名、代表者名、代表著空年月日、所在地、電議番号、FAX番号、設立年
角日、資本金、年議、従箕負数、事業内容、費貧物件の名称・所在墟 口座

情報、養託契約における委託者 (貫佑人)と 当社との野
'こ

おイナる取名|

情盤、その他公共粒縦1、管観やマスメ>ィア等の媒体を達じて公にされて
いる糖盤

(お 豊奮と事項霊鵠書等に記歳された法人譴訳のための情報

第〕条 (園速する個人情裁)
当社は、増]込者耳ぜが、手前に本人と`らの同意を得て当社に提供 t´た繋急速絶

先ガ帝マび同居八き、申4ヽ｀著等の礎係者 (以下、

"せ
て「同層入等Jといし`ます。)

に隠するf_1人拓ャ風につヽヽても本争襲1こ従って取り扱います.

革 4条 (個人で森韓汲も`法人F薄組の利用目輔
当社が申込者等から穀駕した電人情報及び法人情襲の利用目的ほ以下のと
おりです.本事項に,J段の定めがある場合のにか、この利用霞時を超えて、当

社が11轟人崎軽を利用することをありません・
(1)申込看等からの茎桂宛お鶴合せ及びと思見ご要望の受付すチ対応として
0お 問合せ及びご意見こ要望の内容を確認しその対応を行うため
(なお、この目的のため

'こ

こ独らの内容については裁雪をいたし言す。)

Oお P。(1台わせ及びと淳見C霊望の内容を当社内システムに記録する
ため
eお碍合わせ及て工こ芝見こ要望を踏まえ、当社でサー室ス品蜜虚とを
図るための贅凄を作成するため

(2】 委託契約の絡結、継統等の再否を判断するまたは委託契綺の状況奪を
共有する場i歯 として
C申込者響とのFぼ尋で委証翼約を群結することの是業を審査するため
O前号の書査の結果を踏まえ、申込者寄との商で委託契れを無結する
ため
0篤篤された委議契約を継続することの再否を判断するため
0範 3号の参査や」断tE関する記録を当社内システムに保存するため
e質貸物伴を管理する不動産会ネ.(当該不動産会社がフランチャイジー
である場合,法フランチヤイザー会社を台みます.以下、これらを併せて
1管理会社Jといいます。)'こ舞し、姿雅契約の状況等を共有するため
なお、0からうの判げ「に餘して、当社が発B条に定める第二蓋t静僕かう
規僚を受ケた申込看等のε需力等に関する情報につし`ては、かかる判Υ′I
以外の自由犠でこれを利用することrよありません.

(3ユ委託契約の積盈行の場面として
0妾託契約に定める保証委,千溜、賃緯等、El塵振替サービス寮l魔米ドl等の
入金管理等のため
C前号の入金管軽等に'fして、管理会社との間で情難共有をそ言うため
ia｀当社内システムに保存されている申込者等の情線につき、システム
メンテナンスを含めた適切な保全を実施するため

(4)番託契約にぶづく求く稚行便の場面として
O申込者イ野の所在を確認するため
eゆ込者等に連絡を行うため
0求信椎行使に際しての申込者等との交ン

'経
過そのイ也の事実に関する

C当社の債権譲渡等の,I｀分及び担保養入れその他の取gtのため
e貨貰人とヽ行う明通j鷹訟′こ関し、申込老筆の氏名‐住所及び澪紬状′現
などの特定ケ

=協
力するため

0負貧入が行う垢渡訴訟に閃し、管理会社への情報捜哄などに協力
するため
⑤賃質人が行う:壼紹』鎮行に関し、執毎甍射う者への情報提供などに協力
するため
(Э保証契約に基づく代位弁済i毒求に関し、その範看求ぬ容等の倫R隻の
ため

第事柔(個人情報の第三者への提費
(0当社すよ、以下,こ該当する場合を除くl】 か、あらかじめ申込者等の同意を
得ずすこ、申】ム肴等のrs人情報を第二きに提供することはありません言
e法令に

'ょ

くつく場合,
a人の生命k身体又は財たの僚垂のために必要がある場合であって、
や込き等の同意を得ることが国霧であるときこ

e公棄衛生の向上又オ児上の鯉全な脅成の難進のために器に必愛が
ある場合であつて、中込者等のIE意を得ることオ.｀困議であるとき,

C国の機関送しくは地方公共団体又はその委乱を受けた者が法令の
定める事務を遊行することに対して総力する必要,,ヽある場合であつ
て、
''込

を写の同意を得ることそこより
Jイ該手務の遂行に支整を及lFす

おそれがあるとを。
(2〕 申込者な、当社が申込者等の子應人信軽を以下の緊三者に対し提供するこ
とに尻意します。
34条記逮のイ嘔潟目的の実現に必要となる以下の者
輩幣イ又王入予定著、委託者(質櫃発 、迎驀保証人、受賓切体のP力有者、
貧賛み、これまでにお申込み及び契約をいただいた物件の管理会社、
lttl介会社、調査会任、緊急速縮先もしくは同居入等の申込者の関係
者、委詩契約もしくιよ保証契律Jの付苔商品の提供会社、斡■晰ラ実旋
時における粥手続幼悉
e当社が申込者零に対して有する{F権を議渡又は,Fl保に供する場合に
おける以下の者
議液先又は担保捷著
0刑事訴訟法第 197条第 2項 ,こ基づく鎮査関係事現照会その他各種
法令 1こ基づきな0(」続関・公偽 G二 体等から提臨を求められた・'尾合に

おける以下の者
公傘
`l漉
関 公的副すな等

0そ の絶申込者籍が露三者,こス琴1益を及ケとすとき4土が判誉,こた場合に

おける以下の者
当該第三者
O委託契約と同時または付発して、申込者響が保険会社と保瑣契約を
縮篤した場合における以下の者
保険契盈の総手方となる保険会社

第 6条 (第二者の範囲〕
双下の各号において鶴人1着報の提供を受ける者は、前条の策三さて該当し

ないものとします,
(1)当 社が利用目時の実現すこ必要な乾目肉,こおいて個人情報の取り,&いの
一J:又は全BAを姜。モする場合にお,テる妾託先 (なお、萎託先 ,こおける

個人情報の改り扱いについては当社が麦任を負います。)
(2'当 社が台斜その他の事l色 により事業の承継を行うこととなつた場合の

承盤先
第 7条 (信用情報機爾への壁録 ‐利用等)
(1)申 込者密は、当社が第 1条、第 2条こと該当するに入情報及び法人情機の
うち、第 3襲 eに鶴げる情報を当社の力a盟する以下の信周情報機関 (以
下争加盟先機関こといいます.)に提供することに同意します。
爾加盟先続詞

(ガ 当社は、第4条で定める下Btta釣の実現のため、蜜賞人、管理会社、仲介
会社等、個人l旨報保護法の定める個人情転取扱事業者から、同居人手の

褐人情報の提供を受lすることがあります。

α
報警軍β錢 ご銭亀盟誘兵嵩驚笑会鵜灘班詠
することについてE重を得ていることを確認したとでこれを行います。
第 9条 (癒入悟報の開示 訂重筆 オl用等止憲)
(1)当社すよ、所定の方法により、申込者等から、自身のl目人f吾報又すよ第二宅

提供記録の隧示を求められたととは、申込者等に

'ヽ

|し、選滞なく、当該

偲人情報をPttR示 します.ただし、藷示することにより以下の善号のいずれ

かに該当する場合には、当社Iよ、当該個人情報の全部又は一部をFttη示し

ません.
0申込者守又′よ第二者の生気 身体、財産その他の権利不」益を書する
おそれがある場合,
C当社の装器の適重な実施に著しとヽ支障を及ぼすおそれがある場合,
じ法令に違反することとなる場合。
(2)当 社は、当社が保斑する1国人笛専震の内容が事実でないことが判明した

場合、務局目的の実現に必要を獲麟内において、穂やかに当アズft入輪
'駐を最新の情章風へ訂正、追加又は蓑t除 (以下「訂正範 といと`ます,)します,

9課
浜講 諜 薪 謡 驚 群 鰐 鴨 路 翻 薪 就
これに応します。また、終置を議じた後

'と

、選淵なくその旨を本人に運くE

します,ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、利用停止等
`よイ手いません。

6申込者等又ィ漱第三者の生命.身体、財産その他の権利利益を害するお
それかヽある場合,
e当社の業務のぅ藤正を実施にもししヽ支障を及ぼすおそれがある場合。
C法令に違反することとなる場合.
(4)当社な、申送者等からEヨ身の鱚八情強を箆三者へ提供した際の提供記録
並びに申込者等の個人情韓を当社チυヽ続三をより交供を受けた記生単の
群身示諸求を受けた場合は、こオモに応じます。また、拷蓄Lを識どた後ケよ
涅漏なくその旨を本人に憩知し求す.
ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、翻示は行いません.
0申込者等又サよ第二者の生命、身体、財産その他の権利利益を憲する
おそれがある場註
e当社の業務の適正な実施に蕃しい支障を及すぎすおそれがある場合.
e法金に違反することとなる親合.
第10条 (葡人情報の正確性う
当社は、れ鳥Eヨ倉9の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新
の内容に保つよう努めます。ただし、委託契約のや込時又な(欝結鳴,とおいて
と提供いただいた個人情娘が正爺かつ最新の内容であること

'こ

ついては、中
込者等が責任を負うものとします.
第コ条〔必要情報の提出)
申込者害は、当社に対し、委託契約の申然みに対する審査、委。毛契約の鋒縫
叉
'ユ

歴行に必要なものとして、当社がその提僚を求めた幸込者等の個人情
章aを提出します,
第 ,之 乗(本事項不蔵意の場合9〉捨盟〕
当ユ主は、申込老零が本事項の全部又は一部を同をしない場合、姿託契約の書
査をお斯りする場合があります。ただし、第4条 5壌またなも項に限り同意
しない場合、当社,よこれを理由,軽発契絶の審査をお断りすること,よありま
せん ,
第 13条 (書査桔果

'当社は、4条 2項 2号ケご基づき、委議契約についての密査結果を質奮人、管
理会社又すよ仲介会社へ通知します。なお客否結果は書査時点のものであり、
委。モ契約を傍結する時点で串込者等モ著しい信痢状況の変勘や、申込内容
の変莞等がある場合

'こ

は審査イ烙果を変霊することがあります.又、当社によ
る書査により、委託契約が受諾されない結果となつた場合であつても、密査

内容及び藝査の理由
`よ

開示しiえせん。また、当社牲、法令に定められた訂正

等、やl用停止等の場合を除き、梶残された個人情報及び法人慣縄を含金書議
についてはこ`かなる場合にも速却及び魂除しません,

第 14条 (la人情報の奮
'農

〕

`つ

当社は、その管理下にある循入信機の紛失、譲用及び改変を防とする
ため,こ、過切なセ孝ユリテイ対策の文施に努めます。
(2)当社すよ、保有する個人情報について産鰻を持つ不1用者のみがアクセスで

きる安全な環境下に′黒替するよう努めます。
第 15条籠 人構

'こ

及7び法人情報取り級い棄機のタト部委託)
当糧
`よ

、鱈人情盤及び法人権鸞を取り扱う1業務の一部又な全部を外部委託

することがあります。外部会議先のに人情報及び去ノ(l毒韓の敗り扱しヽについ

ては、当社がその責任を負います。
零 16集 (統計データの秘用)
当社,ま、提供を受けた個人情種をもと

`=、

個人を持定できない形式,(加工し

た統計データを作成することがあります。当社は、当該データ(こつき穏らの

名  ■ケ:株式金社 日本信轟情報機穏 (コ呂称〕iCC)
電話器号 :05700Sち 9うち

(2)
」ョ赳警転鐙攪夏留授椒 露と提捜する以下の信用情縄機縛 (以下
「提携先機関」といいます,)に対して、申込者憲について照会をかけた
際、胸盟先鋳闇及び提携先権

'薬

lに申込者等の第 1条、冤 ,条 1こ該当する
個人情報及び法人情報、宰込者箸に対する金融機関からの質付け編驚
(以下、単に「貧付け言報づといいます。,その1との情報 (力a認先携関及び

提携先機肉の他の加盟会員と中込者奪との周で鋒結されている金鎧

消費蛍億契約等に係る入金ヨ、入金予定日、残高金額、完済自、延滞
‐

延滞解消、イ貴権霊。ヨ収、墳務整理、保証履行、強翔!解約、破産申立、(貴権
譲渡等の信電を合みます。)が登録されている場合、当社tよ、これらの
籠重の提供を受け、提供を受けたこならの惜報を、申込老等の返流又は
支払能力のrl査 ,判断盛赤l,Bします。
a提携先機関
名  都 :全国策術個人億用指韓センター
電話番号 :03弓 21■ S020
υRと :hitps r′/、ャwwz℃ ngink)o orjp/pdc/
名  称 :株式会社 ンー・アイ ンー (略称 CIC)
電話番号 :01⊇ 0‐ 810‐ 414

c撃逢趙T裟樫器笛駆認た隷する鶴人情報及び法人情裁、並び
に、これらの係観が加盟先税r翼に登録きれる期Fgl'法 1天下の導りです。
ア申込者等を特定するための情報 (申込者等が4コ人の場合 :氏名、
性別、生年月B、 住所、電話番号、動務先名称、勤務先霊議番号寄。
申込者等が法人の場合 :法人名、徒表著名、所在地、電警番号、

設立年月ヨイ子

''契
約内容 (算,1条の情報のうち、契約の種類、契約

日、保ξモ額、賞質協件の名称・所在地等)・ 返滅状況 (第 1条の

情報のうち、入金9、 入金予定日、完済 ,ユ 害)取引事実 (第 1条の
情重のうち、保証履行康 保護履行日簿).償権五貰滋の事実に弱
する情軽のいずれかが!登録されてし`るlど1甍
イ契約内容・返済状況‐取31事実に隠する幅職

(a)

記1三を保存するため
e前 3君における確認、連絡、交渉状況等にB目する事実につき、管理会社
との燭で情電共有を行うため

(5)当社および」ξ社の提携先のサービス・麗遠葛品の紹介の場面として
Cダイレクトメールの発送並びにお電話等による、当社サービス及び
当社の1尾籠先が提供する関連商品 サービス,工彎する善壊と堤索・
ご案内を行うため

e説号のと提案 と案内のため、拳社と中込者等との間の取引足姪等を
分析するため

(6:当社のサービス品質れ上の場面として、市場調査、保護商品やサービス
研究需発を行うため

(7〕 委説契約に付搭する萄品等に側する情報を申込き等に提供するため
(8'当社が貫衰人及び管理会社からの委託に基づき、委荒蒼 (賃管人)から
賃料、そのrt金員の収納た係る代行事務を行うため
(9)質賞循契″、」の履行及び管理並びに質貸倍契約終了後の質賃人と委託憲
(喪信人,との間のイ貫構霞務関係の精算に協力する場面として
O僚笠契約の解約や敷EI解約後の事後管理のため

から申込者等の個人悩鞭の提供を受けることがあります。

申込者は、運転免詳証、パスポート及び在留カード等の本人確認情報並びに当社の与ε判断に必要な情報を提出することに同意するとともに当社が与信判断及び委託契約の綿急 管理等に際し上記条項に

従つて当該個人情報・法メd青報の取載良いを行うこと及び裏面記栽の「賃貸借保証委託契約IE関する重要事項説明書」の内容をいずれも確認し、承諸の上、申込を行います。

委託契争・,継絞中及び終了後のう年以ぬ              制長なく手l用することがでせるものとします.
ウ F_権 議護の事実に「重する情報                 繁 Iア 条 (本事項の改定)
当該事実の費生自から1年以内                当社 ,と、法令警の定めがある場合を除き、本事項を臨時変更することができ

3当社が箋 i項で加盟先機制に提供する電入崎疑及び法人と言専償のうち、  るものとします。
保証嶺についての情報億貢貸借申込協件の資料等 1カア自分に相当  策 18条 (個人情報保護管理着 )
する褻とします。また、当社が素 2項の照会をかけた場合の申込者等  全保遼泳式会社個人情報保護管理者ヨーボレート本部長
の申込霞及び申込商品え垂摯l響の情報 (以下「中込情観」といいます。,  第 19条 (間合せ窓口)
ィよ、加盟先粧関に登録され、この登録期間は、当社ア】ヽ加盟先機 Pttlに  個人情報に関する苦情、凄1角目的の運 Hl、 翻示、訂工等、利用停止等又Iよその
照会した日から6翔電以内です.                 イ自のと賓 F,弓、と桐談若しく燃お爵合せ【こつきまして lよ 当社ホームヘージ

e加盟先駐調は、当社が第 1壌で提供した廻人情報及び滝人情報並び  thttp党 //wwwttnhOrtnむρ,を参照いただくか、以下の問合せ窓口までと違
に前号のと午】込1葺韓を、加盟先機関に登録している他の分a驚会員及び  継ください。なお、手続t熙しては、当社所定の手数料を要します ,
提携先牲閲た登録している他の加盟会長t生提供します。これら加盟   住  所 :東京彗l新宿‐送E亘新循 1‐24引
会長は、当該個人↑自韓及び法人情燿並びιこ学込悟殻を、中込老等の   担当▼にを,ア :全保通

'兵
式会社 リスク・コンプライアンス統括 p弓

返済又は支払能力を調査する目Ouのみに不じ月します。           9黒 亡:h【【pi/′Ⅲwwz全コhorenjp/pttvacソ ′
e申込者等

`よ

、加盟先提関 Hこ登録されている個人憎盤及び法人循報に  第 29条 (特記事項〕
係る閉示 'こ求また

`意

当該個人楯報 ,法人情鞘及び貸付け情報1=誤り  当社の委乱契約締結業務の都合と、申込者等が、当社との観で養説契約〔申
がある場合の訂正・浄I除等の申圭を、加盟先機慶が定める手続き及  込者等が連帯保証入予定者の場合に,と、当社との鶴で菱託契盈lt係る遵帯
び方法によつて行うことができます。                僚韮翼r)を縛縮するに際して、当社に対し、本事頃とは

'」

の個人情報の取

第 8粂 (個人情報の提僚)                        り級いに関する司意書 (以下「別同意鬱ことも`います.)を 捉出することとなる

(→ 当社,よ、舜4条で
~た
める不J臓目的の粟現のため、緊急連絡先、E膳人等の  場合において、本事項と尉同意書のく兒定内谷が長なる場合に

'よ

、本夢項の規

申込者等の関係者 ,こ対し、申込者憲のイE人す冑三報の提供を求め、同入ら  定が優先的に適用されます。

同
意
日

20  年  月  日
申込者署名欄
※法人申込の場合は
法人名を記入

申込者と本人か磐名してください 半琶 !奎以外は受付いたしかねます 代
表
雪
氏
著

tメ ■iザ I■告,ユこiヂ イ争どこ!

20  年  月  日 連帯保証人予定者
署名欄

連帝保護人予定君と本入か悪名してくださしヽ *醸筆蚊外は受付いたしかねます

「●,■ユ三二姜託美?帝 :こすア●f奏霊r税琥書_,誠議を|▼ ,たネとと全二Ъをi:こ
'、

くださi :1■モt;つ たこ末 かヽ尋をし
=(■
F

不動産会社名 説明者 (署名)

ZH51フ‐005,506



暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書

表明、確約される項目のチェックボックスに団を入れてください。

有限会社 高蔵住宅

代表取締役 高良 明友美 殿

1私 [当社 (役員及び経営に実質的に関与している者を含む)]は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力の
いずれにも該当しないことを表H月、確約いたします。

①暴力国 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなつてから5年を経過していない者 ④暴力団準構成員 ⑤暴力団関係
企業 ③総会屋等 ⑦社会運動等標ばうゴロ ③特殊知能暴力集騒 ③半グレ ③ その他前各号に準ずる者

2私 [当社]は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、
確約いたします。

①反社会的勢力によって、その経営を支配される関係

②反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係

③ 自己、自社若しくは第二者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用している関係

④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便
~量を供与するなどの関係

③ その他反社会的勢力と社会的に非葉陛されるべき関係

3私 [当社]は、自ら又は第二者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを表明、確約いたします。
① 暴力的要求行為

② 法的な責任を超えた不当な要求行為

③ 取引にF,尋 して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて、貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為

⑤ その他前各号に準ずる行為

4私 [当社]は、同居人及び連帯保証人との関係において、次の各号のとおりであることを表明、確約いたします。
① 同居人及び連帯保証人が前1, 2及び3に該当せず、将来においても前1, 2及び3に該当しないこと

② 同居人及び連帯保証人が前号に該当することが判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を

執ること

5私 [当社]は、下請サ又は再委託先業者 (下請け又は再委託契約が数次にわたるときは、その全てを含む。以下同じ。)と
の関係において、次の各号のとおりであることを表明、確約いたします。

①下請け又は再委託先業者が前1, 2及び3に該当せず、将来においても前1, 2及び3に該当しないこと

②下請け又は再委託先業者が前号に該当することが判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置

を執ること

6私 [当社〕は、下請け又は再委託先業者が、反社会的勢力等から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、こ
れを拒否し、又は下請け又は再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、速やかにその事実を貴社に報告し、貴社の

捜査機関への通報に協力することを表明、確約いたします6

7私 [当社]は、これら各項のいずれかに反したと認められることが判明した場合及び、この表明・確約が虚偽の申告であ
ることが判明した場合は、催告なしで、この取引が停止され又は解約されても一切異議を申し立てず、また賠償ないし補

償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切の私 [当社]の責任とすることを表明、確約いたします。

住所

年   月  日

年  月  日生

氏名 (署名)

生年月日



(有)高蔵住宅

入居申込事前説明書 兼 同意書

この度は、お申し込みをご検討いただきましてありがとうございます。

お申し込みの前に、次の事項をご確認ください。すべてご承諾いただいたうえで、入居申込書のご記入を

お願いいたします。

① 入居申込書をすべて記入し弊社へ提出をお願いいたします。

保証会社にご加入いただくことが条件でのご契約になりますので、加入いただけない場合は契約する

ことイまできません。

② 入居審査にあたつて、身分証明書、その他審査に必要な書類を提出していただきます。

③ 入居審査結果を弊社の担当者よりご連絡差し上げます。

保証会社・家主様の審査結果によっては理由を述べず、お断りさせていただく場合もございますので、

ご理解くださいますようお願いいたします。

④ 案内や契約の日時等の調整にあたり弊社から連絡しても3日以上連絡がつかない場合、契約の意思

が無いものと判断しキャンセル処理させていただきます。

⑤ 退去前の部屋を申し込みした場合、契約の最終意思決定後はキャンセルできません。

2週間以内には契約入居していただきます。

③ 契約時に仲介手数料として賃料の 1ケ月分と消費税の合計額をお支払いしていただきます。

⑦ 弊社取り扱い以外の住宅総合保険へご加入される場合には、保険証書の写しを提出していただき

ます。

③ ご契約の日程をご相談し決定していただきます。

水曜日・日曜・祝日は指定できません。

③ ご契約当日は、重要事項説明書及び契約書の読み合わせ後、署名捺印をしていただきます。

ご契約には、およそ1時間程度時間を要します。

本書類の内容を確認し、入居申込書の記入事項に相違なく、入居申し込みいたします。

住 所

年  月  日

氏 名 ⑤


